
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市新庁舎整備に関する基本構想 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年（2024年）８月 

熊本市 
 

 

 

 

 

  



  

 

  



  

 

目 次 

 

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第１章 現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

１ 新庁舎整備を検討するにあたっての考慮すべき要素 ・・・・・・ ３ 

２ 現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

４ 市民アンケートの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

第２章 新庁舎の目指すべき姿（３つの視点） ・・・・・・・・  11 

１ あらゆる災害に対応できる庁舎 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

２ 市民が利用しやすく、質の高い行政サービスが提供できる庁舎・・ 12 

３ まちの賑わいに貢献し、まちづくりの核となる庁舎 ・・・・・・ 14 

第３章 新庁舎の規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  16 

１ 必要延床面積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

２ 概算事業費（建設に関する費用） ・・・・・・・・・・・・・・ 22 

第４章 新庁舎整備に向けた検討対象地・事業手法等 ・・・・ 23 

１ 新庁舎整備に向けた検討対象地 ・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

２ 新庁舎整備に向けた建設地の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

３ 事業手法、発注手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

第５章 まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 

１ 必要延床面積・概算事業費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 

２ 今後の進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

 

参考）これまでの検討経緯  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

   新庁舎（議会棟除く）の執務面積の算出方法 ・・・・・・・・ 51 

   現庁舎を使い続ける場合に残る課題と財政負担 ・・・・・・・・・ 52 

  



  

 

 
本文中の以下の言葉は、次の意味で使用しています。 

本庁舎：本庁機能部分の建物 

中央区役所：中央区役所機能部分の建物 

議会棟：議会機能部分の建物 

本庁舎等：本庁舎、中央区役所及び議会棟の総称 

現庁舎：現在の本庁舎等（本庁舎、議会棟及び中央区役所の総称）

新庁舎：新しい本庁舎等（本庁舎、議会棟及び中央区役所の総称） 
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はじめに 

熊本市役所の現庁舎は、昭和 56年（1981年）の竣工以来、一度も大規模な改修

を実施しておらず、建物全体の老朽化が進んでいました。 

本市は、平成 28 年度（2016 年度）に熊本市公共施設等総合管理計画を策定し、

施設保全のあり方を「事後保全」から「計画保全」へ抜本的に見直しており、現庁

舎についても長寿命化に向けた大規模改修について検討を進めていました。平成

28年（2016年）の熊本地震を受け、平成 29年度（2017年度）に大規模改修の手法

検討調査とあわせて、重要な防災拠点施設である現庁舎の耐震性能調査を実施しま

した。その結果、現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないことが判明

したことから、今後の庁舎整備の考え方について検討を進め、令和元年度（2019年

度）に「本庁舎等整備に関する基本構想」として、とりまとめました。 

 

その後、この調査結果について、一部の専門家から疑問が呈されるとともに、市

議会からも様々な意見が出されたことから、令和２年度（2020年度）に更なる調査

を実施したところ、現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないという結

果が再び示されました。 

また、更なる検証を行うべきとの市議会等からの意見も示されたことから、あら

ためて耐震性能の有無を含め多角的な視点で審議を行うため、令和３年（2021年）

に「本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議（以下、「有識者会議」という。）」

を設置し、本庁舎等の整備の在り方について諮問しました。 

 

有識者会議では、現庁舎の建替えの是非を含め、耐震性能の有無だけでなく、防

災の観点、財政の観点、資産マネジメントの観点、まちづくりの観点等、多角的な

視点で本庁舎等の整備の在り方について審議が行われました。 

その結果、令和５年（2023年）５月 30日に、有識者会議から“本庁舎等は、現

行の建築基準法等が求める耐震性能を有しておらず、周辺への影響等の要因により

耐震改修の実現性が低い。また、機械設備が地下に配置されているなど、防災拠点

としての機能を果たすことができないリスクがある。さらに、来庁者の待合スペー

スや様々な市民の相談室が不足している。このような様々な課題を解消し、市民サ

ービスを向上させ、将来の社会情勢の変化にも柔軟に対応し容易に機能転換ができ

るよう、建て替えるべきである。”という旨の答申が示されました。 
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この答申を踏まえ、令和５年（2023年）第２回定例会において、あらゆる災害か

ら市民の皆様の生命・財産を守ることに加え、市民サービスの更なる向上を図るた

め、総合的に勘案し本庁舎等を建て替えるという市の方針を示しました。 

そのうえで、市民アンケートやサウンディング型市場調査、市民説明会を行い、

取り巻く社会情勢の変化や技術の進展などを踏まえた新庁舎の機能や規模、建設候

補地などについて検討を進めるとともに、市民の皆様の代表である市議会において

も議論をいただいてきました。 

 

これらの検討を踏まえ、熊本市役所の新庁舎の目指すべき姿や規模、概算事業費、

建設地など、新庁舎整備の基本的な考え方を、本基本構想として、あらためてとり

まとめました。 

今後、市議会はもとより市民の皆様のご意見を反映しながら、基本計画において、

建物の配置、導入する機能、具体的なフロアレイアウト等、より具体的な要件整理

を行います。 

 

※これまでの検討経緯については P46～50を参照 
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第１章 現状と課題 

１ 新庁舎整備を検討するにあたっての考慮すべき要素 

全国的な傾向と同様、本市においても人口減少が進行しています。人口減少の抑

制と適応の両面から各種の施策に取り組むこととしていますが、デジタル技術の進

展等も相まって、本庁舎等を訪れる人は減少していくことが考えられます。 

一方で、近年、激甚化の一途をたどる自然災害や、新たな感染症の脅威、複雑化・

多様化する市民ニーズ、環境や交通などの広域的な課題への対応など、行政が求め

られる役割はこれまで以上に拡大することが見込まれます。 

更に、地域におけるつながりが希薄になっているといわれる時代においては、市

民同士の交流を促進することなども、本庁舎等が担う新たな役割として期待されて

います。 

これらを踏まえ新庁舎整備においては、総合計画をはじめ、関連計画との整合を

図るとともに、多発する大規模な自然災害や、感染症の脅威へのソフト・ハード両

面からの対応、環境問題への関心の高まりや多様性への尊重と配慮、デジタル技術

の進展やこれを背景とした新たな働き方などについて、十分に考慮する必要があり

ます。 

 

 

 

 

【図：将来推計人口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図：本市の将来推計人口（「熊本市人口ビジョン」（令和６年（2024年）３月改訂）より）】 
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２ 現状 

本庁舎等は、平常時には市政全般の企画や広報、税制や財政運営などの都市経営、

道路・橋梁の整備や維持管理などの土木行政、地域経済の振興、環境保全、教育の

推進、市民生活・福祉分野等の窓口サービスなどを行っています。また、災害時に

は、災害対策本部での指揮・命令、総合調整はもとより、支援物資の調達や支給、

罹災証明書の発行、家屋の被災度調査、災害ごみの処理など、様々な被災者支援等

の役割を担っています。 

現庁舎や駐車場などの延床面積や位置関係は以下のとおりであり、執務室の狭あ

い化により行政委員会等の執務室については周辺の民間ビルを賃借しています。 

 

【表：現庁舎及び周辺施設概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

【図：位置関係】 

 

敷地面積（㎡） ー 10,377 2,475 703 13,555

延床面積（㎡） 28,810 6,284 4,593 5,497 45,184 11,043 1,591 57,818

職員数（人） 1,805 88 411 437 2,741 ー 82 2,823

総計小計議会棟
市役所

駐車場

別館

自転車

駐車場

民間ビル本庁舎
中央

区役所

10,377
※１

※２

※３

※１：うち民地所有地 902.9㎡ 

※２：区分所有として、うち民間所有 3,041.7 ㎡ 

※３：職員数は議員・特別職・会計年度任用職員を含む（令和５年（2023年）９月１日時点） 

議会棟 

本庁舎・中央区役所 

別館（自転車駐車場） 市役所駐車場 

賃借中の民間ビル 

N 
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【立地状況・特徴】 

・熊本桜町バスターミナルにも近く、バス・市電の運行本数が多いなど、公共交

通の利便性が高い場所に立地しています。（平日：市電約 410 本/日、バス約

2,100本/日） 

・約 2,800人の職員が従事し、本庁舎に約 1,000人、中央区役所に約 1,000人の

合計 2,000人程度の市民が来庁するなど、周辺商業地に一定の経済波及効果を

与えています。 

・熊本城の城下町として発展した本市の中心市街地の中で、まちづくりの核とな

ってきた歴史があります。 

３ 課題 

現庁舎は、平常時・災害時ともに様々な役割を担う部署が集積していますが、以

下の課題により、災害時に業務が継続できなくなる恐れがあるほか、平常時の市民

サービスの低下等が発生しています。 

（１）耐震性能不足と浸水に対する脆弱性 

・耐震性能不足 

平成 29年度（2017 年度）及び令和２年度（2020年度）の耐震性能調査の結果

によると、現庁舎は現行の建築基準法等が求める耐震性能を有しておらず、震度

６強以上の地震（以下、「大規模な地震」という。）が発生した場合、業務が継続

できなくなるほか、庁舎内の人命の安全確保が困難となる可能性があります。 

【対応策検討】 

現庁舎に対する耐震補強工事については、庁舎の上部構造体は耐震補強工事を

行えるものの、基礎に関しては杭の増設が必要であり、工事のためには道路のイ

ンフラ設備の移設を含め、長期間の周辺道路の閉鎖が必要となるなど、市民生活

及び行政サービスへの影響が大きく、実施困難です。 

・浸水に対する脆弱性 

現庁舎が立地する場所は、ハザードマップ上で浸水深が最大６ｍになることが

予測されていますが、現庁舎の主要な電気・機械設備等は地下２階に配置されて

おり、浸水時には水没し、業務が継続できなくなる可能性があります。 

【対応策検討】 

浸水に対する脆弱性を解消するためには、電気・機械設備等を想定浸水深以上

の階に移設する必要があり、これまで対応策の検討を行ってきました。重量のあ

る設備を現庁舎の上階に移設するためには、上部構造体の補強や杭の増設による

耐震補強工事を行い、現行の建築基準法等の基準を満たすことが求められますが、

前述の理由から、現庁舎は杭の増設が実施困難な状況のため、設備の移設工事を

実施することができません。 
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（２）老朽化 

・現庁舎は、竣工以来、一度も大規模改修を行っておらず、建物全体の老朽化が

進み、設備の更新等が喫緊の課題となっています。 

・竣工当時と比較して、職員数・来庁者数ともに増加しており、エレベーターや

トイレの数が不足しています。 

・また、バリアフリーについては最大限の対応を行っていますが、バリアフリー

トイレの各階設置など、物理的に対応が困難な点があります。 

・加えて、適切に管理を行っているものの、現庁舎にはアスベスト含有の建材が

使用されています。なお、建替えにあたっては適正な処理・処分を行う必要が

あります。 

 

（３）狭あい化 

・現庁舎竣工以来、平成３年（1991年）の飽託郡４町との合併、同 20年（2008

年）の富合町、同 22年（2010年）の城南町及び植木町との合併により市域が

拡大し、段階的に中核市、政令指定都市へと移行してきました。これに伴う国・

県からの事務移譲などから、市役所が担う事務量、それに対応する職員数とも

に増加しており、執務スペースの狭あい化が深刻です。 

・また、災害時においては、災害対策本部を構成する指揮室、総合調整室と情報

支援室が同一フロアに配置できないことに加え、各関係機関からのリエゾンや

応援職員等を受け入れるスペースが不足しているなど、災害対策本部としての

機能が円滑に発揮できない可能性があります。 

・本庁舎及び中央区役所は、待合スペースが狭く、繁忙期には多くの来庁者で混

雑しており、来庁者の利便性・快適性が低下しています。 

・執務室の狭あい化と合わせて会議室、打ち合わせや作業に使うことができる共

用スペース等も恒常的に不足しており、効率的な業務に支障を来しています。 

・市民への情報発信や交流の場として活用していた現庁舎 14 階にある大ホール

についても、執務室として使用している状況です。 

・不足している執務室については、民間ビル３棟を賃借することで対応しており、

年間約 1.6億円の賃借料が発生しています。更に、分散した民間ビル３棟との

行き来のため、来庁者の利便性及び職員の業務効率が低下しています。 
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４ 市民アンケートの概要 

よりよい本庁舎等の在り方を検討するため、現庁舎の利用状況や本庁舎等は今後

どうあるべきかということについて、市民の皆様のご意見を伺うことを目的とした

アンケート調査を実施しました。 

 

調査期間：令和５年（2023年）９月 11日～令和５年（2023年）９月 30日 

調査方法：ＷＥＢアンケート及び調査票（紙）によるアンケート 

回 答 数：6,499票 

【回答内容（抜粋）】 

１．本庁舎等の利用時に不便に感じていること 

 本庁舎等の利用時に不便に感じていることは、駐車場からの移動、窓口・エレベ

ーターの待ち時間の長さ、案内表示のわかりにくさ、トイレの不足、照明の暗さな

どの割合が高くなっています。 

問９ 本庁舎等を訪れた際に、不便に感じたことや困ったことがありますか。 

（選択式、複数回答可、ｎ＝4,648） 
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２．本庁舎等の利用時における近隣商業施設等の利用状況 

 利用者のうち 65.4％が、本庁舎等の利用時に近隣の商業施設や飲食店等へ立ち

寄っています。 

 

問１０ 本庁舎等を訪れる際に、その前後に、本庁舎等付近の商業施設や飲食店

などへ立ち寄ることはありますか。（選択式、1つだけ回答、ｎ＝4,648） 
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３．本庁舎等に求める要素として重要なもの 

 「市民の生命・財産を守るため、地震や水害などの災害に強く、迅速な災害復旧

の拠点となる庁舎であること」が 68.0％で最も高くなっています。 

 次いで、公共交通機関によるアクセスの良い立地、デジタル技術の活用による快

適な行政サービス、経済性に優れていること、ユニバーサルデザインに配慮されて

いることへの関心が高くなっています。 

 

問１１ 本庁舎等に求める要素として、今後、特に重要と考えるものをお答えく

ださい。（選択式、複数選択可、ｎ＝6,499） 
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４．まちづくり機能として求められるもの 

 まちづくりや賑わい創出のために求められる要素としては、情報発信のための展

示スペース、休憩・飲食・談話等のためのスペース、イベント用スペースの割合が

高くなっています。 

 本庁舎等と一緒にあると便利な機能では、コンビニエンスストアや書店等の商業

施設、飲食施設の割合が高くなっています。 

 

問１４ まちづくりや賑わい創出のため、市民が活用できる魅力的で利便性の高

い施設の要素として、特に重要と考えるものをお答えください。（選択式、複数

選択可、ｎ＝6,499） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１５ 本庁舎等と一緒にあると便利だと思う機能（有料の民間施設）があれば、

お答えください。（選択式、複数選択可、ｎ＝6,499） 
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第２章 新庁舎の目指すべき姿（３つの視点） 

これまで整理した現状・課題・市民アンケートの結果等を踏まえ、新庁舎が目指

すべき姿（３つの視点）を次のとおり整理します。 

 

・あらゆる災害に対応できる庁舎 

・市民が利用しやすく、質の高い行政サービスが提供できる庁舎 

・まちの賑わいに貢献し、まちづくりの核となる庁舎 
 

１ あらゆる災害に対応できる庁舎 

これまで熊本市では、平成 24年７月九州北部豪雨や平成 28年熊本地震など、市

民生活に甚大な被害を及ぼす自然災害が多く発生してきました。今後も、熊本地震

以上に大きな地震や、気候変動の影響による水害・浸水のリスク、その他の大規模

な自然災害が発生する可能性も十分に見込まれます。 

そのため、あらゆる災害に対応する防災拠点施設として、安全かつ継続的に機能

する庁舎を目指します。 

 

（１）十分な耐震性能の確保 

大規模な地震に対して、「熊本市地域防災計画」や「熊本市業務継続計画」など

において災害対策本部として求める機能を維持できるよう、免震構造の採用を念

頭に置きながら、「市有建築物耐震対策基本方針」に定める耐震安全性の目標に

沿った耐震性能（構造体：Ⅰ類、建築非構造部材：Ａ類、建築設備等：甲類）を

確保します。 

 

（２）浸水に対する脆弱性への対応 

熊本市のハザードマップ上で、現庁舎敷地における最大浸水深は約６ｍと想定

されています。 

新庁舎は、市民にとって公共交通の利便性が高く、行政、商業などの生活サー

ビス機能が充実したエリアに立地することが望ましいと考えますが、これらのエ

リアの過半はハザードマップ上の浸水区域に入ります。 

このようなことから、災害応急対策活動における特に重要な拠点として、最大

の災害リスクを想定し、執務室や重要な設備機器を上階に設置することや、屋外

通路による周辺施設との接続などを検討し、浸水時においても十分な災害対応を

可能とするハード・ソフト両面での対策を実施します。 
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（３）防災拠点施設としての機能拡充 

「熊本市地域防災計画」に定める全ての災害（地震・津波・水害・土砂災害・

高潮災害・山地災害・大規模事故災害）に対応する防災拠点施設として必要な規

模・機能を確保します。 

具体的には、市全体の統括部門としての災害対策本部スペースやオペレーショ

ンルームの拡充、実働部門の拠点となる各局対策部との連携のための機能的なレ

イアウト、自衛隊や国・他自治体からの派遣職員等と連携した円滑な災害対応の

ためのリエゾン活動調整室や応援職員受入スペース等を確保します。 

 また、新型コロナウイルス感染症の対応の経験を踏まえた感染症対策について

も検討します。 

 

２ 市民が利用しやすく、質の高い行政サービスが提供できる庁舎 

年齢や障がいの有無等に関わらず、だれもが利用しやすく、効率的で質の高い行

政サービスが提供できる、来庁者の快適性と利便性が確保された庁舎を目指します。 

また、長期的な視点から、少子高齢化や人口減少に伴う将来の社会情勢の変化に

も柔軟に対応でき、機動的に機能転換等が可能な可変性のある庁舎を目指します。 

 

（１）来庁者への配慮・利便性 

ハードとソフトの両面において、ユニバーサルデザイン等に配慮するとともに、

障がい者や高齢者、子育て中の方、外国人などを含むすべての来庁者が、安心し

て快適に利用できる庁舎を整備します。また、プライバシーに配慮した各種相談

室を整備します。なお、どなたでも来庁しやすい庁舎とするため、公共交通機関

によるアクセスが良い立地を検討します。 

【例】 

・車椅子等の利用を考慮し、十分な幅が確保された段差のない出入口や通路 

・使いやすさと安全性を考慮した配置・大きさのエレベーター 

・色彩やピクトグラムを活用した直感的でわかりやすい案内サイン 

・すべての利用者を円滑に誘導できる多言語対応のデジタルサイネージや音声

誘導装置 

・バリアフリートイレやオストメイト対応設備 

・授乳室やキッズスペース など 
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（２）窓口機能の集約等による市民サービス向上 

新庁舎整備にあわせて、現在、各フロアに分散して配置されている窓口機能の

集約化の検討を進め、分かりやすく効率的な市民サービスが提供できる庁舎を目

指します。 

加えて、デジタル技術を十分に活用した行政サービスのＤＸ（デジタルトラン

スフォーメーション）を進め、ペーパーレス化などによる業務効率化や執務環境

の改善・環境負荷の低減などを目指します。 

 

（３）効率性・可変性 

執務室は、効率的な業務遂行を図るため、進展するデジタル技術の活用を前提

とし、効率的なスペース利用と業務効率の向上を図り、セキュリティを確保しつ

つ、多様で柔軟な働き方に対応できるよう整備します。 

また、フェーズフリーの観点からも、発災時における円滑な災害応急業務を可

能とします。 

更に、長期的な視点から、将来の行政ニーズの変化やそれに伴う行政組織の変

化への対応や、使用しなくなったフロア・スペースが生じた場合にも、他用途と

して使用、貸出ができる可変性を確保します。 

 【例】 

・ユニバーサルレイアウトの導入やフリーアドレス等の運用 

・情報セキュリティの確保のための適切なゾーニング 

・ウェブ会議スペースやソロワークブース、ミーティングスペース等の確保、 

ＡＢＷ※の導入 
※ABW：Activity Based Working 所属における決められた自席だけでなく、業務内容に応じて、働く場
所を選択する働き方。 

 

（４）環境負荷の低減 

地球温暖化による気候変動、環境変化などへ配慮し、ＺＥＢ※の導入など環境

への負荷低減に向けた取り組みを検討します。また、新庁舎は、個別長寿命化計

画を策定して適切かつ計画的な維持管理を行うこととし、将来の改修等にも効率

的に対応できるよう整備します。 

【例】 

・日射の遮蔽や建物の高断熱化などの基本性能を高めることや、制御・管理シス

テムの導入などによる、ライフサイクルコストの低減 

・太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入 

・敷地や建物の緑化 

・将来の設備改修や更新を想定した設備スペース 
※ZEB：net Zero Energy Buildings 室内環境を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、年間
の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建物。 
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３ まちの賑わいに貢献し、まちづくりの核となる庁舎 

本庁舎等は、大正 11 年（1922年）に現在地に建設された時から現在に至るまで、

まちのシンボルとして中心市街地の賑わい創出の一翼を担い続けており、今後もそ

の役割を果たすことが期待されています。 

このようなことから、新庁舎は、市民に親しまれ、様々な世代の方が気軽に集う

ことができる賑わいと憩いの場所として、市民協働や交流に資する気軽に市民が集

える庁舎を目指します。更には、まちづくりの核として、周辺地域も一体となった

賑わいの創出を目指します。 

 

（１）市民交流・情報発信の場 

市民交流や情報発信など多目的に活用可能なスペースの創設や、憩いの場とし

ての利便施設（飲食施設等）の設置など、あらゆる世代の市民にとって親しみや

すく、訪れたくなる場所となることを目指します。 

なお、これらのスペースについても、長期的な視点から将来の社会情勢の変化

に柔軟に対応できる可変性を確保します。 

【例】 

・市民が自由に飲食・読書・育児等のために利用できるオープンスペース 

・歴史的公文書に関するデジタルコンテンツや本市の案内映像を視聴可能なス

ペース 

・小規模なイベント等を開催可能な多目的スペース 

 

（２）まちづくりの核 

本庁舎等が周辺地域に与える影響は、経済波及効果、地域防災力の向上など多

岐にわたります。 

このようなことから、新庁舎の整備においては、庁舎単体の在り方のみならず、

周辺施設との回遊性や中心市街地全体の賑わい、地域・経済交流などに資する、

庁舎を核としたまちづくりを目指します。 

また、周辺への波及が進むよう、民間の投資を後押しするような多面的な支援

制度の充実についても併せて検討し、新たな都市機能の誘致、老朽建築物の建替

えの促進、賑わい・回遊性の更なる向上を図ります。 
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【参考】新庁舎整備と一体的なまちづくりの推進 イメージ 

 

（３）市有地の利活用 

新庁舎の整備と合わせ、現庁舎跡地の利活用についても検討を進めます。現庁

舎跡地においては、そのポテンシャルにふさわしい都市機能の誘致など、民間活

力を最大限に生かした利活用について検討を行い、中心市街地、更には本市全体

の活性化につなげます。 

また、現庁舎敷地を含む市有地の活用に際しては、民間への有償貸付もしくは

売却を検討するなど、本市の財政負担の軽減に努めます。 
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第３章 新庁舎の規模 

１ 必要延床面積 

新庁舎の目指すべき姿を踏まえ、新庁舎に必要な延床面積を算出しました。現時

点における概算の必要延床面積であり、確定したものではありません。 

（１）対象施設・対象職員数 

①対象施設 

対象施設は、現庁舎を建替対象とし、現庁舎の狭あい化に伴い現庁舎周辺の民

間ビル３棟で賃借中のフロアを新庁舎への集約対象とします。 

なお、別館（自転車駐車場）については、今後も活用する前提とし、本基本構

想における新庁舎への集約対象には含めません。 

また、駐車場は、関係計画との整合を図りながら、公共交通への転換によるま

ちなかの交通円滑化の更なる推進や、行政手続きのデジタル化の進展による来庁

機会の減少等を見据え、駐車台数の適正化を図るとともに、既存施設等の利活用

についても検討します。（※駐車場の必要面積については第４章で整理） 

②対象職員数 

本市は、合併による市域拡大や、中核市、政令指定都市への移行に伴う国・県か

らの事務移譲により、職員を増員してきました。今後も社会情勢の変化や多様化

する行政需要に迅速かつ的確に対応するため、適正な職員数を確保していく必要

があります。 

このようなことから、本基本構想における対象職員数は、対象施設に現在勤務

する職員数 2,741人を基本に、「第７次熊本市定員管理計画」（令和５年（2023年）

２月策定）に基づく増員等を反映した職員数約 2,850人としました。 

【表：対象施設の職員数・延床面積（令和５年（2023年）９月１日時点）】 

対象施設 職員数※1 延床面積※2 

① 本庁舎 1,805 人 28,810 ㎡ 

② 中央区役所 411 人 4,593 ㎡ 

③ 議会棟 88 人 6,284 ㎡ 

④～⑥ 民間ビル３棟 437 人 5,497 ㎡ 

対象施設合計（①～⑥） 2,741 人 45,184 ㎡ 

（参考）⑦ 別館 82 人 1,591 ㎡ 

※1 議員・特別職・会計年度任用職員を含む 
※2 民間ビルは賃借面積に共有部相当面積を加算した延床面積、別館は５階～８階の延床面積 
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【図：現庁舎及び周辺施設の位置】 

 

 

（２）床面積算出のポイント及び基本的な考え方 

①床面積算出のポイント 

延床面積の算出にあたっては、前章でとりまとめた新庁舎の目指すべき姿にお

ける３つの視点に基づき、防災機能をはじめ、庁舎に求められる様々な機能を十

分に果たすことはもとより、来庁者の利便性、快適性、更には職員の働きやすさ

などにも十分に配慮しつつ、将来にわたって様々な変化にも柔軟に対応できるこ

とを基本に検討します。 

 

＜あらゆる災害に対応できる庁舎＞ 

熊本地震などの経験を踏まえ、防災関連諸室は、最大級の災害への対応時に必

要な収容人数を想定し、必要な床面積を算出します。 

また、執務室についてはユニバーサルレイアウト等の導入により、発災時には

速やかに災害対応スペースへと用途変更し、災害対応機能のフロア集約が可能と

なる運用を想定します。 

 

＜市民が利用しやすく、質の高い行政サービスが提供できる庁舎＞ 

市民アンケート結果等を踏まえ、待合スペース・相談室の確保や、トイレ不足

への対応、バリアフリー化など、市民利用スペースを拡充します。 

また、職員の執務環境については、新しい働き方への対応やペーパーレス化を

前提とした上で、業務効率を考慮し、必要な執務スペースを確保します。 

  

①本庁舎 
②中央区役所 

③議会棟 

別館（自転車駐車場） 

⑦ 

④ 

⑤ 
⑥ 

賃借中の民間ビル 
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＜まちの賑わいに貢献し、まちづくりの核となる庁舎＞ 

市民が気軽に集い、親しまれる庁舎となるよう、市民交流・情報発信など多目

的に活用可能なスペースの創設や、憩いの場として利便施設の設置に必要なスペ

ースを確保します。 

 

②床面積算出の基本的な考え方 

本庁舎等の機能は、市政の執行機関の中枢を担ういわゆる「本庁機能」と市政

の意思決定を行う市議会運営にかかる「議会機能」、中央区における市民サービ

スの拠点となる「中央区役所機能」の大きく３つに分けられます。本庁機能と議

会機能は、その性質上、緊密な連携が必要であることから近接立地や集約配置が

求められますが、中央区役所機能は、個別に立地や配置の検討が可能です。 

必要延床面積の算出にあたっては、現状の組織体制であることを前提としまし

た。 

具体的な算出方法としては、まず、執務室や更衣室、共有部等の職員数に応じ

た面積の確保が必要となる機能については、国土交通省の新営一般庁舎面積算定

基準※（以下、「国土交通省基準」という。）を基本に算出しました。 

次に、その他の諸室については、現在の床面積を基本としました。 

また、本庁機能における災害対応スペース及び市民交流スペース並びに中央区

役所機能における待合スペース及び相談スペース等については、個別に必要床面

積を積み上げることとしました。なお、市民交流スペースについては、本庁機能

として計上しました。 

議会機能については、現在の床面積を参考に設定しました。 

本基本構想においては、これらの要件を踏まえ概算の必要延床面積を算出する

ものとし、今後、更なるスペースの精査や新たに追加すべき機能、本庁機能と中

央区役所機能の役割や窓口の在り方の検討、議会機能の在り方にかかる市議会と

の協議、更には、建設地の周辺環境など、要件の確定状況に応じ、必要延床面積

の再整理や見直し等を行います。 
※国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕計画を実施するための基準として制定

したもの。また、この基準は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づ

く統一基準。 
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（３）必要延床面積 

前述の床面積算出のポイント及び基本的な考え方を踏まえ、必要延床面積を

60,000㎡（本庁機能：45,700㎡、議会機能：6,500㎡、中央区役所機能：7,800

㎡）と算出しました。現時点における概算の必要延床面積であり、確定したもの

ではありません。 

 

【表：新庁舎必要延床面積】 

機能 新庁舎 （参考）現庁舎 

本庁機能※ 45,700 ㎡ 34,307 ㎡ 

議会機能 6,500 ㎡ 6,284 ㎡ 

小 計 52,200 ㎡ 40,591 ㎡ 

中央区役所機能 7,800 ㎡ 4,593 ㎡ 

合 計 60,000 ㎡ 45,184 ㎡ 

※ 現庁舎面積には、民間ビル分（5,497 ㎡）を含む 

 

①本庁機能 

＜執務室＞ 

国土交通省基準を基本に、職員一人あたりの執務面積を現在の 5.4 ㎡から 7.7

㎡※として算出し、19,373 ㎡としました。なお、委託業者の執務スペースを含み

ます。（※参考：直近の政令指定都市の事例における基本計画段階の職員一人あ

たり執務面積は 7.8 ㎡～8.3㎡） 

また、狭あい化を解消するだけでなく、ユニバーサルレイアウトの導入及びフ

リーアドレス等の運用により、スペースを効率化し、各部署におけるバックヤー

ド（収納庫、コピー機等の設置や作業等の用に供するスペース）やミーティング

スペース等も十分に確保します。 

 

＜会議室＞ 

職員アンケート結果等を踏まえ、会議室不足に対応するため、現在の本庁舎の

約２倍の 1,350㎡としました。 

 

＜災害対応スペース＞ 

本部会議室、オペレーションルーム及びリエゾン活動調整室等については、想

定収容人数に対応する床面積を積み上げ、その他の諸機能についても個別に必要

な床面積を算出し、災害対応スペースは現在の本庁舎の約 230㎡から 2,100㎡と

しました。 



20 

 

ただし、うち 1,000 ㎡については、平常時には会議室として利用することとし、

占有床面積を必要最低限としました。 

 

＜市民交流スペース＞ 

市民交流・情報発信など多目的に活用可能なスペースの創設や、憩いの場とし

て利便施設の設置を想定し、他都市の事例も参考に現在の本庁舎の約 400㎡から

1,700㎡としました。 

 

＜倉庫・書庫＞ 

現在の本庁舎の床面積を基本としますが、書庫については、今後、集約管理し

ていくことを想定して算出し、倉庫・書庫は 980㎡としました。 

 

＜その他の諸室＞ 

現在の本庁舎の床面積を基本としますが、職員の安全衛生に必要な衛生管理室

等については、職員数の増加等を踏まえ必要な床面積を算出し、その他の諸室の

合計を 4,324㎡としました。 

 

＜設備・共有部＞ 

国土交通省基準を基本に、設備・共有部以外の床面積や職員数に一定割合を乗

じて算出し、16,873 ㎡としました。なお、共有部のうちトイレについては、各フ

ロアへのバリアフリートイレ設置に必要な床面積を確保しています。 

 

【表：本庁機能の必要延床面積】 

項目 新庁舎 （参考）現庁舎 

執務室 19,373 ㎡ 10,277 ㎡ 

会議室 
（災害対応スペースの平常時利用含む） 

1,350 ㎡ 632 ㎡ 

災害対応スペース 2,100 ㎡ 230 ㎡ 

平常時会議室利用重複分 ▲1,000 ㎡ － 

市民交流スペース 1,700 ㎡ 416 ㎡ 

倉庫・書庫 980 ㎡ 1,526 ㎡ 

その他の諸室※ 4,324 ㎡ 4,231 ㎡ 

設備・共有部 16,873 ㎡ 11,498 ㎡ 

民間ビル － 5,497 ㎡ 

合計 45,700 ㎡ 34,307 ㎡ 

※ 現庁舎地下駐車場相当 1,000㎡を含む 



21 

 

②議会機能 

議会機能は、現時点においては現在の議会棟の床面積を参考に、6,500㎡とし

ました。 

 

【表：議会機能の必要延床面積】 

項目 新庁舎 （参考）現庁舎 

執務室 

6,500 ㎡ 

207 ㎡ 

議場・委員会室等 3,682 ㎡ 

その他の諸室 279 ㎡ 

共有部 2,116 ㎡ 

合計 6,500 ㎡ 6,284 ㎡ 

 

③中央区役所機能 

＜執務室＞ 

国土交通省基準を基本に、職員一人あたりの執務面積を現在の 4.1 ㎡から 7.7

㎡※として算出し、3,453 ㎡としました。なお、委託業者の執務スペースを含みま

す。（※参考：直近の政令指定都市の事例における基本計画段階の職員一人あた

り執務面積は 7.8㎡～8.3㎡） 

また、狭あい化を解消するだけでなく、ユニバーサルレイアウトの導入及びフ

リーアドレス等の運用により、スペースを効率化し、各部署におけるバックヤー

ド（収納庫、コピー機等の設置や作業等の用に供するスペース）やミーティング

スペース等も十分に確保します。 

 

＜会議室＞ 

国土交通省基準を基本に算出し、172㎡としました。 

 

＜倉庫・書庫＞ 

防災備蓄倉庫を新設すること等により、現在の中央区役所の約 1.3倍の 332㎡

としました。 

 

＜待合スペース・相談スペース＞ 

待合スペースの拡充や相談スペースの拡充・プライバシー対策により現在の中

央区役所の約 1.6倍の 927㎡としました。 
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＜その他の諸室＞ 

現在の中央区役所の床面積を基本とし、更衣室については、職員数の増加等を

踏まえ必要な床面積を算出し、その他の諸室の合計を 117㎡としました。 

 

＜設備・共有部＞ 

国土交通省基準を基本に、設備・共有部以外の床面積や職員数に一定割合を乗

じて算出し、2,799 ㎡としました。なお、共有部のうちトイレについては、各フ

ロアへのバリアフリートイレ設置に必要な床面積を確保しています。 

 

【表：中央区役所機能の必要延床面積】 

項目 新庁舎 （参考）現庁舎 

執務室 3,453 ㎡ 1,824 ㎡ 

会議室 172 ㎡ 158 ㎡ 

倉庫・書庫 332 ㎡ 251 ㎡ 

待合スペース・相談スペース 927 ㎡ 590 ㎡ 

その他の諸室 117 ㎡ 67 ㎡ 

設備・共有部 2,799 ㎡ 1,703 ㎡ 

合計 7,800 ㎡ 4,593 ㎡ 

 

２ 概算事業費（建設に関する費用） 

前項で整理した新庁舎の必要延床面積 60,000 ㎡に基づき、概算事業費（建設に

関する費用）を試算した結果、設計費 20 億円、建設費 360 億円、現庁舎の解体費

90億円、合わせて 470 億円となりました。（令和６年２月時点） 

なお、用地補償費、仮設庁舎費、駐車場整備費等の経費については、次章で整理

を行います。 
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第４章 新庁舎整備に向けた検討対象地・事業手法等 

１ 新庁舎整備に向けた検討対象地 

新庁舎の整備においては、これまで整理してきた必要延床面積（60,000㎡）を建

築できる敷地が必要です。また、工事期間中においても行政運営を継続することが

必要ですが、現庁舎の敷地では、現庁舎を使用しながら、新庁舎を整備できる十分

なスペースを確保することが困難です。 

そこで、新庁舎整備に向けた検討対象地（以下、「検討対象地」という。）は、現

地建替えと移転建替えの両面で整理します。 

あわせて、仮に庁舎が移転する場合の現庁舎敷地の利活用についても、周辺地域

と一体となったまちづくりや賑わい創出に資する活用方法等の検討を進めます。 

 

（１）検討対象地の要件及び抽出 

検討対象地については、法令等の規制及び以下の要件を満たす、市有地及び民

有地※から、次のように抽出しました。 

※民有地については、サウンディング型市場調査で提案があったものを参考に抽出。 

 

〇本庁舎及び議会棟 

◆抽出条件    

①バスや市電などの公共交通機関の利便性が高く、市民が訪れやすいこと。 

（P24【図１：本市の公共交通網】参照） 

②官公署や公共施設などの行政機能、商業・オフィス機能などが集積し、市民

の利便性が高いこと。 

③市の施設（各区役所、土木センター、保健所等）とのバランスが良いこと。 

    （P24【図２：市の施設の配置】参照） 

④周辺への賑わいの波及効果が期待できること。 

⑤本庁舎及び議会棟の必要延床面積を確保した庁舎が建築できること。 

 

以上から、本庁舎及び議会棟の検討対象地の要件を次のとおりとします。 

 

抽出条件①②③④ → 要件１：中心市街地に立地すること 

抽出条件⑤    → 要件２：計画延床面積 52,200㎡以上が建築できること 

※本庁舎及び議会棟と中央区役所を合築する場合は、60,000㎡ 

（52,200㎡＋7,800㎡）以上が建築できること。 
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【図１：本市の公共交通網】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２：市の施設の配置】 
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前述の要件を踏まえ、「現庁舎敷地」、「城東エリア」、「ＮＴＴ桜町」、「白川公

園」、「合同庁舎跡地」、「ＪＴ跡地」、「ＮＨＫ跡地」を検討対象地として抽出し

ました。 

各検討対象地の諸元を、下表に示します。 

【表：本庁舎及び議会棟の検討対象地の抽出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（位置については、P27【図：検討対象地の位置関係】を参照） 

 

なお、「合同庁舎跡地」、「ＪＴ跡地」、「ＮＨＫ跡地」については、国が文化財

保護法で指定した史跡のうち、特に歴史上・学術上価値が高いものであり、良

好な形で後世に伝える必要のある“特別史跡【熊本城跡】”に該当します。ま

た、上記３か所とも史跡整備を前提とした復旧事業に利用することとなってい

るため、新庁舎の建設は困難であり、検討対象地から除外します。 

  

➡このようなことから、「現庁舎敷地」、「城東エリア」、「ＮＴＴ桜町」、「白川公

園」を本庁舎及び議会棟の検討対象地とします。 

  

※茶室・中央公民館を除く 
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〇中央区役所 

◆抽出条件    

・中央区役所は、多くの市民の皆様が来庁されていることも踏まえ、本庁舎及

び議会棟と同様、抽出条件①～④を満たすこと。 

⑥中央区役所の必要延床面積を確保した庁舎が建築できること。 

 

以上から、中央区役所の検討対象地の要件を次のとおりとします。 

 

抽出条件①②③④ → 要件１：中心市街地に立地すること 

抽出条件⑥    → 要件３：計画延床面積 7,800㎡以上が建築できること 

 

前述の要件を踏まえ、「現庁舎敷地」、「城東エリア」、「ＮＴＴ桜町」、「白川公

園」、「花畑町別館跡地」、「みずほ銀行」を検討対象地として抽出しました。 

各検討対象地の諸元を、下表に示します。 

【表２：中央区役所の検討対象地の抽出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（位置については、P27【図：検討対象地の位置関係】を参照） 

 

➡「現庁舎敷地」、「城東エリア」、「ＮＴＴ桜町」、「白川公園」、「花畑町別館跡

地」、「みずほ銀行」を中央区役所の検討対象地とします。 

  

※茶室・中央公民館を除く 
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※現庁舎敷地周辺：現庁舎敷地＋市役所駐車場外 

【図：検討対象地の位置関係】 
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① 現庁舎敷地周辺 

【検討対象地の特徴】 
 

 

 現庁舎敷地周辺 

現庁舎敷地 市役所駐車場外 

1 敷地面積 10,377 ㎡ 2,654 ㎡ 

2 都市計画等 商業地域 

高さ基準 海抜 55m 

3 容積率、建ぺい率 600％、80％ 

4 所有者 
市 

土地：民間複数者、市 

建物：同上 

5 既存利用状況等 ・現庁舎として利用している。 ・市役所駐車場外として利用している。 

6 仮設庁舎の要否 ・仮設庁舎が必要。 ・段階的整備等の工夫により不要とすることも可。 

7 土地取得の要否 不要 要 

8 地権者協議、 

その他調整など 

・市有地であり、地権者調整は原

則として不要。 

・サウンディング型市場調査において民間事業者から提案が出されたこ

とを本市からお伝えしている。一部の地権者からは今後、建替えに関

する交渉等に応じる意向が確認できている。 

・現庁舎と市役所駐車場の間の道路を廃止する場合、交通管理者や周辺

地権者との協議・調整が必要となる。 

・設計着手にかかるまでの期間は地権者との交渉状況に影響される。 

9 工事期間 ・新庁舎建設の前に仮設庁舎の

確保・移転等が必要になる。（２

度の移転が必要） 

・段階的施工等により、工事が長期化する可能性。 

10 工事期間中の 

市民の利便性 

・仮設庁舎が分散するなど、工事

期間中の市民の利便性は低下

する。 

・工事期間中は、段階的施工により、現庁舎の機能が分散するほか、市

民の動線、工事動線等（人・車両）が複雑になり、利便性・安全性の

確保等に配慮が必要。 

・仮設の駐車場の確保が必要。 

11 シンボル性 ・熊本城が展望できる唯一無二の場所であり、シンボル性は高い。 

12 防災 ・浸水深 ６ｍ程度、浸水時間 1 日～３日未満 

13 市民等の利便性 

  （アクセス性） 

〔市役所前〕 バス約 2,100本/日 

〔熊本城・市役所前〕 市電約 410 本/日 

・幹線道路に面している（県道 28 号線、片側３車線） 

14 現庁舎敷地の 

開発余地 
― 一部可能 

15 まちづくり 

の効果 

・民間施設の導入は限定的であ

り、賑わい創出効果は小さい。 

・現庁舎敷地の利活用と合わせ、手取本町エリアを中心とした賑わい創

出効果が期待できる。 
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② 城東エリア  

 

 

 

 

 

 

 

1 敷地面積 9,333 ㎡ 

2 都市計画等 商業地域 

高さ基準 海抜 55m 

3 容積率、建ぺい率 600％、80％ 

4 所有者 土地：民間１者 

建物：同上 

5 既存利用状況等 ・現在、オフィス、駐車場として利用されている。 

6 仮設庁舎の要否 不要 

7 土地取得の要否 要 

8 地権者協議、その他調整など ・サウンディング型市場調査において民間事業者から提案が出されたことを本市からお伝え

している。 

9 工事期間 ・民間ビルの機能を別位置に確保、移転し、解体した後でなければ現庁舎の建替えに着手で

きない。 

10 工事期間中の市民の利便性 ・仮設庁舎が不要であり、工事期間中も現庁舎での行政サービスの継続が可能。 

11 シンボル性 ・熊本城が展望できる唯一無二の場所であり、シンボル性は高い。 

12 防災 ・浸水深 ５ｍ程度、浸水時間  12 時間～1 日未満 

13 市民等の利便性 

（アクセス性） 

〔市役所前〕 

 バス約 2,100 本/日 

〔市役所前・日本郵政横〕  

 バス約 310 本/日 

〔通町筋〕  

 市電約 410 本/日  

・幹線道路に面しているものの、右折車両への配慮が必要（県道 28 号線、片側３車線） 

14 現庁舎敷地の開発余地 可能 

15 まちづくりの効果 ・現庁舎敷地の利活用と合わせ、手取本町エリアを中心とした賑わい創出効果が期待でき

る。 
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③ ＮＴＴ桜町  

 

 

1 敷地面積 9,987 ㎡ 

2 都市計画等 商業地域 

高さ基準 海抜 55ｍ 

3 容積率、建ぺい率 600％、80％ 

4 所有者 土地：民間１者 

建物：民間複数者 

5 既存利用状況等 ・現在、空きビルとなっている。 

・駐車場、熊本県物産館は営業中。 

6 仮設庁舎の要否 不要 

7 土地取得の要否 要 

8 地権者協議、その他調整など ・地権者からは今後、建替えに関する交渉等に応じる意向が確認できている。 

・設計着手にかかるまでの期間は地権者との交渉状況に影響される。 

9 工事期間 ・すでに空きビルであり、民間ビルの機能移転が不要のため、早期の工事着手が可能。 

10 工事期間中の市民の利便性 ・仮設庁舎が不要であり、工事期間中も現庁舎での行政サービスの継続が可能。 

11 シンボル性 ・桜町再開発ビル、オープンスペースと一体となったシンボル性の高い新庁舎が期待できる。 

・熊本城への眺望も確保できる。 

12 防災 ・浸水深 ３ｍ程度、浸水時間 12 時間～1 日未満 

・シンボルプロムナード等のオープンスペースに面しており、エリア一帯での防災力の向上が

期待できる。 

13 市民等の利便性 

（アクセス性） 

〔桜町バスターミナル〕 

 バス約 2,750 本/日  

〔花畑町〕 

 市電約 410 本/日 

・桜町バスターミナルに隣接しており、市民の利便性が非常に高い。 

・幹線道路に面している（県道 28 号線、片側２車線） 

・熊本市辛島地下駐車場や民間駐車場が多く、車での来庁者への対応がしやすい。 

14 現庁舎敷地の開発余地 可能 

15 まちづくりの効果 ・花畑・桜町エリアについては、新庁舎建設により、桜町再開発ビルやオープンスペース（シ

ンボルプロムナード、花畑広場等）と一体となった賑わい創出効果が期待できる。 

・現庁舎敷地の利活用により手取本町エリアを中心とした賑わい創出効果が期待できる。 
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④白川公園 
 

 

 

 

 

 

 

1 敷地面積            9,790 ㎡ ※茶室・中央公民館を除く 

2 都市計画等 商業地域 

高さ基準 海抜 55ｍ 

都市公園 

3 容積率、建ぺい率 400％、80％ 

4 所有者 市 

5 既存利用状況等 ・災害時の「指定緊急避難場所」となっており、熊本地震の際には、避難場所や給水・物資備

蓄の場所として、防災上、非常に有効な役割を担っている都市公園である。 

・また、平時は市民の憩いの場として多くの方に利用されている。（現状において中心市街地 

に移転先の有力な候補はない） 

6 仮設庁舎の要否 不要 

7 土地取得の要否 不要 

8 地権者協議、その他調整など ・市有地であり、地権者調整は原則として不要。 

・新庁舎の整備には、公園の移転先の確保を前提とした都市公園の廃止が必要だが、現状に

おいて中心市街地に同規模の有力な移転先の候補はない。 

9 工事期間 ・解体すべき大規模な建築物がないため、早期の工事着手が可能。 

10 工事期間中の市民の利便性 ・仮設庁舎が不要であり、工事期間中も現庁舎での行政サービスの継続が可能。 

11 シンボル性 ・2 つの商業核やビジネス街から離れるなど、現状よりシンボル性は低下。 

12 防災 ・浸水深  ３ｍ程度、浸水時間 12 時間未満 

13 市民等の利便性 

（アクセス性） 

〔白川公園前〕 

 バス約 640 本/日 

〔水道町〕 

 市電約 410 本/日 

・その他検討対象地に比べ、公共交通の利便性が劣る。 

・幹線道路に面している（国道３号、片側３車線） 

14 現庁舎敷地の開発余地 可能 

15 まちづくりの効果 ・白川公園における新庁舎建設により、上通エリアへの賑わい創出効果が期待できる。 

・現庁舎敷地の利活用により手取本町エリアを中心とした賑わい創出効果が期待できる。 
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⑤花畑町別館跡地、⑥みずほ銀行 

※中央区役所の検討対象地として想定 

 

 

 花畑町別館跡地 みずほ銀行 

1 敷地面積 2,749 ㎡ 1,549 ㎡ 

2 都市計画等 商業地域 

高さ基準 海抜 55m 

3 容積率、建ぺい率 600％、80％ 

4 所有者 
市 

土地：民間１者 

建物：同上 

5 既存利用状況等 ・現在、市が民間に貸与し、駐車場として利

用されている。 

・現在、金融機関として利用されている。 

6 仮設庁舎の要否 － 

7 土地取得の要否 不要 要 

8 地権者協議、その他調整など ・市有地であるが、現在、市が民間に貸与

し、駐車場として利用されている。 

・地権者からは今後、建替えに関する交渉等

に応じる意向が確認できている。 

・設計着手にかかるまでの期間は地権者との

交渉状況に影響される。 

9 工事期間 ・解体すべき大規模な建築物がないため、

早期の工事着手が可能。 

・金融機能を移転し、解体した後でなければ、

現庁舎の建替えに着手できない。 

10 工事期間中の市民の利便性 － 

11 シンボル性 － 

12 防災 ・浸水深 ３ｍ程度、浸水時間 12 時間～1 日未満 

13 市民等の利便性 

（アクセス性） 

〔市役所前〕 

 バス約 2,100 本/日   

〔熊本城・市役所前〕  

 市電約 410 本/日 

・幹線道路に面している（県道 28 号線、片側３車線） 

14 現庁舎敷地の開発余地 － 

15 まちづくりの効果 ・新庁舎の位置関係と合わせた検討が必要。 
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２ 新庁舎整備に向けた建設地の選定 

抽出した検討対象地を比較・検討し、本庁舎及び議会棟の建設地と中央区役所の

建設地を選定しました。 

（１）検討対象地の比較・検討 

①現況の土地利用・権利者意向等による抽出 

「城東エリア」及び「みずほ銀行」については、市のスケジュール等を踏まえ、

各地権者のご意向を確認した結果、検討の対象から除くこととしました。 

また、「白川公園」については、中心市街地に立地する都市計画公園であり、市民

の憩いの場としてはもちろん、指定緊急避難場所として防災上の重要な役割を担

っていますが、近隣に当該公園の機能を代替できる有力な敷地がないため、検討

の対象から除くこととしました。 

 

②本庁舎及び議会棟の建設候補地に関する評価・分析及び選定 

①の結果、本庁舎及び議会棟については、建設候補地である「現庁舎敷地周辺」

及び「ＮＴＴ桜町」の立地特性、建替計画、概算事業費を比較しました。 

 

主な評価の内容については次のとおりです。 

 

＜立地特性＞ 

・“交通利便性”は、バスターミナルに隣接する「ＮＴＴ桜町」の評価が高く、

“施設利便性”は、徒歩圏内に商店街や利便施設などがより多く立地する「現

庁舎敷地周辺」の評価が高くなりました。 

・“災害リスク”は、浸水深がより浅く、浸水継続時間が短い、「ＮＴＴ桜町」の

評価が高くなりました。 

・このようなことから、立地特性については、「ＮＴＴ桜町」の評価が高くなり

ました。 

 

＜建替計画＞ 

・“施設計画”のうち、本庁舎及び議会棟と中央区役所を合築した場合の“高さ”

は、両地区とも景観計画上の基準高さである海抜 55ｍを大きく超える見込み

です。 

・“建替えの手順”は、「現庁舎敷地周辺」では、仮設庁舎を最小限にした場合で

も、約 4,000 ㎡の仮設庁舎が必要になるほか、工事期間の代替駐車場の確保、
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３回の移転作業が必要になります。「ＮＴＴ桜町」では、移転建替えのため仮

設庁舎は不要で、移転作業は１回となります。 

・“まちづくり”のうち、“跡地活用”では、「ＮＴＴ桜町」が、現庁舎跡地の利活

用により新たなまちづくりや賑わいの創出が期待できます。 

・“スケジュール”は、移転建替えである「ＮＴＴ桜町」が、着工から約４年間で

竣工するのに比べ、「現庁舎敷地周辺」では、段階的な施工を行うため、約 14

年間を要します。 

・このようなことから、建替計画については、「ＮＴＴ桜町」の評価が高くなり、

“立地特性”と“建替計画”の総合評価においても、「ＮＴＴ桜町」の評価が高

くなりました。 

 

＜概算事業費＞ 

・概算事業費については、第３章で算出した新庁舎の設計費、建設費及び現庁舎

の解体費の合計額約 470億円に、土地取得費、補償費、駐車場整備費等が加わ

り「現庁舎敷地周辺」が約 581 億円、「ＮＴＴ桜町」が約 597 億円になると見

込まれます。 

・なお、駐車場整備費は、いずれの候補地においても、辛島地下駐車場を最大限

活用した場合に、新たに整備が必要となる面積を想定し、試算しています。 

・合併推進債の活用にかかる交付税措置や国庫支出金による収入は、「現庁舎敷

地周辺」が約 216 億円、「ＮＴＴ桜町」が約 221億円になると見込まれます。 

・さらに、「ＮＴＴ桜町」の場合は、現庁舎敷地の跡地利活用による収入約 133億

円を見込むことができることから、本市の財政負担額は、「現庁舎敷地周辺」

が約 365億円、「ＮＴＴ桜町」が約 243億円と見込まれます。 

・なお、概算事業費の算定にかかる各費用については、条件等により見直し・再

算定が必要なものもあり、今後、基本計画、基本設計、実施設計の各段階で精

査を行います。 

 

➡このようなことから、本庁舎及び議会棟の建設地は、“立地特性”及び“建替

計画”の評価が高く、本市の財政負担額も少ない「ＮＴＴ桜町」とします。 

 

③中央区役所の建設にあたっての考え方について 

「ＮＴＴ桜町」の敷地がある桜町・花畑地区のエリア一帯は、熊本城と庭続き

の上質な空間として、市民や観光客に親しまれています。  

また、“熊本城を望むロケーション”や“熊本城と調和した景観”は、このエリ

アはもとより、熊本城ホールの最大の特徴です。 
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前述したとおり、中央区役所を本庁舎及び議会棟と合築する場合は、景観計画

上の基準高さである海抜 55ｍを大きく超え、設計上の工夫をしたとしても、これ

らの良好な景観に影響を与えることになります。 

一方で、中央区役所を分棟する場合は、高さが抑えられ、良好な景観を維持す

ることができるほか、来庁者等が回遊するエリアが広がり、合築する場合に比べ

て中心市街地の賑わいの向上が期待できます。 

このように、景観への配慮や周辺への賑わいの観点から総合的に判断し、中央

区役所は、本庁舎及び議会棟とは分棟することとします。 

 

④中央区役所の建設候補地に関する評価・分析及び選定 

③の結果、中央区役所については、分棟する場合の建設候補地である「市役所

駐車場外」及び「花畑町別館跡地」の立地特性、建替計画、概算事業費を比較し

ました。 

 

主な評価の内容については次のとおりです。 

 

＜立地特性＞ 

・“交通利便性”は、幹線道路に面している「花畑町別館跡地」の評価が高く、

“施設利便性”は、徒歩圏内に商店街や利便施設などがより多く立地する「市

役所駐車場外」の評価が高くなりました。 

・“災害リスク”は、浸水深がより浅く、浸水継続時間が短い、「花畑町別館跡地」

の評価が高くなりました。 

・このようなことから、立地特性については、「花畑町別館跡地」の評価が高く

なりました。 

 

＜建替計画＞ 

・“施設計画”のうち、“本庁舎等と区役所の配置・距離”は、本庁舎等への距離

が近い「花畑町別館跡地」の評価が高く、“建替えの手順”も、工事期間中の駐

車場の確保が可能な「花畑町別館跡地」の評価が高くなりました。 

・このようなことから、建替計画については、「花畑町別館跡地」の評価が高く

なり、“立地特性”と“建替計画”の総合評価においても、「花畑町別館跡地」

の評価が高くなりました。 

 

＜概算事業費＞ 

・概算事業費について、「市役所駐車場外」は、第３章で算出した新庁舎の設計

費、建設費及び現庁舎の解体費の合計額約 470 億円に、土地取得費、補償費、
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駐車場整備費等が加わり約 629 億円、「花畑町別館跡地」は、市有地のため、

土地取得費、補償費はかかりませんが、駐車場整備費等が加わり約 616億円に

なると見込まれます。 

・なお、駐車場整備費は、いずれの候補地においても、辛島地下駐車場を最大限

活用した場合に、新たに整備が必要となる面積を想定し、試算しています。 

・合併推進債の活用にかかる交付税措置や国庫支出金による収入は、「市役所駐

車場外」が約 233 億円、「花畑町別館跡地」が約 228 億円になると見込まれま

す。 

・さらに、いずれの建設候補地の場合も、現庁舎敷地の跡地利活用による収入約

133億円を見込むことができることから、本市の財政負担額は、「市役所駐車場

外」が約 263億円、「花畑町別館跡地」が約 255億円と見込まれます。 

・なお、概算事業費の算定にかかる各費用については、条件等により見直し・再

算定が必要なものもあり、今後、基本計画、基本設計、実施設計の各段階で精

査を行います。 

 

➡このようなことから、中央区役所の建設地は、“立地特性”及び“建替計画”

の評価が高く、本市の財政負担額も少ない「花畑町別館跡地」とし、本庁舎及

び議会棟の建設地である「ＮＴＴ桜町」とは分棟で建設します。 

 

 

 

 

 

 

  

本庁舎及び議会棟は「ＮＴＴ桜町」、中央区役所は「花畑町別館跡地」

を建設地とします。 



37 

 

本庁舎及び議会棟の建設候補地の評価・分析 

【立地特性の比較】  

建設候補地 現庁舎敷地周辺 ＮＴＴ桜町 

 

 

 

1）交通利便性：バスや市電などの公共交通機関の利便性が高く、市民が訪れやすいこと 

バスの本数、バス停 
からの距離 

〇 
[市役所前] 約 2,100 本/日、 
約 125m/約 20m 

◎ 
[桜町バスターミナル] 約 2,750 本/日、
約 180m 

市電の本数、電停から
の距離 

◎ 
[熊本城・市役所前] 約 410本/日、 
約 105m 

◎ 
[花畑町] 約 410 本/日、 
約 145m 

幹線道路 ◎ 
幹線道路に面している： 
県道 28 号線(片側３車線) 

◎ 
幹線道路に面している： 
県道 28 号線(片側２車線) 

公共交通アクセス性 〇 
公共交通圏域：面積約 66ha 
全市人口カバー率約 51.3％ 

◎ 
公共交通圏域：面積約 148.5ha 
全市人口カバー率約 78.9％ 

評価 合計 ◎ 10 点/12 点中 平均 2.5 点 ◎ 12 点/12 点中 平均 3 点 

2）施設利便性：周辺に商業施設・生活利便施設・オフィス等が立地し、来庁者の利便性が高いこと 

商店街への距離 ◎ 
３商店街（下通・上通・新市街）が 
徒歩圏内 

〇 
２商店街（下通の７割・新市街）が 
徒歩圏内 

徒歩圏内(半径 500m)の 
利便施設等 

◎ 
大規模商業施設９、銀行 19、郵便局３、
文化施設等４ 

〇 
大規模商業施設３、銀行 14、郵便局２、文
化施設等５ 

徒歩圏内(半径 500m)の 
オフィス床面積 

◎ 約 21.3 万㎡ ◎ 約 25.4 万㎡ 

評価 合計 ◎ 9 点/9 点中 平均 3 点 〇 7 点/9 点中 平均 2.3 点 

3）災害リスク：浸水時においても十分な災害対応を可能とするハード・ソフト両面での対策を実施できること 

最大浸水深さ ▲ 最大 5.53m 〇 最大 3.97m 

浸水継続時間 ▲ 25.4 時間 〇 12.8 時間 

緊急輸送道路へのアクセ
ス可能時間 ▲ 浸水開始から最長で 28 時間後 〇 浸水開始から最長で 21 時間後 

評価 合計 ▲ 3 点/9 点中 平均 1 点 〇 6 点/9 点中 平均 2 点 

立地特性：総合評価 〇 22 点/30 点中 平均 2.2 点 ◎ 25 点/30 点中 平均 2.5 点 

 

【各項目の採点方法】◎：3 点、〇：2 点、▲：1 点、×：0点 

【評価欄】◎：平均点 2.5 点以上、〇：2.5 点未満、▲：2 点未満 
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【建替計画の比較】  

建設候補地 現庁舎敷地周辺 ＮＴＴ桜町 

4）施設計画：建替えの手順等によりできるだけ行政機能を分断することなく、必要な面積を確保できる施設計画と 

すること 

本庁舎等と区役所の
配置・距離 

◎ 合築・0m ◎ 合築・0m 

階数／高さ ▲ 
地上 9 階、地下 1 階／高さ GL+47.2m
（TP+59.2m）⇒TP55m 超 

▲ 
地上 11 階、地下 1 階／高さ GL+54.6m
（TP+67.6m）⇒TP55m 超 

駐車場整備計画※ 〇 
敷地内（約 240 台、9,930 ㎡） 
辛島公園地下駐車場（約 100台） 

〇 
敷地内（約 152 台、8,220 ㎡） 
辛島公園地下駐車場（約 188台） 

建替えの手順（ローリ
ング計画） 

▲ 
仮庁舎 4 千㎡・工事期間中の駐車場確保
が必要／引越し 3 回 

◎ 仮庁舎無しで移転可能／引越し 1 回 

評価 合計 ▲ 7 点/12 点中 平均 1.75 点 〇 9 点/12 点中 平均 2.25 点 

5）まちづくり：近隣施設との連携や周辺への賑わい・回遊の波及効果、周辺エリアの発展への寄与が期待できること 

近隣施設との連携、
周辺への賑わい・ 
回遊の波及効果 

◎ ・徒歩圏内(500m)の商業床面積 73.2万㎡ ◎ 
・徒歩圏内(500m)の商業床面積 56.7 万㎡ 
・イベント時・災害時におけるサクラマ
チ・プロムナードとの連携 

跡地活用 ✕ 

・跡地は創出されないため、まちづくり
の面では、更なる周辺への賑わい・回遊
の波及効果、周辺エリアの発展への寄与
は限定的。 

◎ 

・熊本城が目の前であるという眺望や商店
街に近いという利点を踏まえた跡地の利
活用により現庁舎敷地周辺においても新
たなまちづくりや賑わいの創出が期待で
きる。 

周辺交通への影響 〇 現状とほぼ変わらない 〇 
大きな影響はない 
辛島地下駐車場利用による新規駐車場整
備台数の低減等 

評価 合計 ▲ 5 点/9 点中 平均 1.67 点 ◎ 8 点/9 点中 平均 2.67 点 

6）スケジュール：次の災害に備えるとともに老朽化や狭あい化等の課題を解消するため、できるだけ早期の建替えが実

現できること 

開庁までの期間 
（本庁舎） 

▲ 約 14 年 ◎ 約 4 年※現庁舎の解体期間は含まない 

事業完了までの期間 ▲ 同上 〇 約 6 年※現庁舎の解体期間を含む 

評価 合計 ▲ 2 点/6 点中 平均 1 点 ◎ 5 点/6 点中 平均 2.5 点 

建替計画：総合評価 ▲ 14 点/27 点中 平均 1.56 点 〇 22 点/27 点中 平均 2.4 点 

立地特性・建替計画：

総合評価 
▲ 36 点/57 点中 平均 1.89 点 〇 47 点/57 点中 平均 2.47 点 

 

【各項目の採点方法】◎：3 点、〇：2 点、▲：1 点、×：0点 

【評価欄】◎：平均点 2.5 点以上、〇：2.5点未満、▲：2点未満 

※駐車場面積は、駐車場整備に伴う建物共用部分及び駐輪場を含む。 
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【概算事業費の比較】 
 

 

建設候補地 現庁舎敷地周辺 ＮＴＴ桜町 

7）概算事業費：建替えの手順の工夫（仮庁舎を設けない等）や跡地活用等により経済合理性の確保や財政負担の低減が

可能であること 

概
算
事
業
費
・
財
政
負
担 

土地取得費※ 
約 7.6 億円 
（土地面積×実勢単価（相続税路線から算出）） 

約 70 億円 
（土地面積×実勢単価（相続税路線から算出）） 

建物補償費※ 
駐車場・他建物：約 5 億円 
（現状建物面積×再建築単価×再築補償率） 

駐車場・他建物：約 13.5 億円 
（現状建物面積×再建築単価×再築補償率） 

解体費 
現庁舎：約 90 億円＋駐車場(市持分）：約 3.6 億
円 

現庁舎：90 億円 

建設費(5.9万
㎡庁舎分)・ 
設計費 

建設費約 353 億円（198 万/坪（税込）＋設計費
約 20 億円） 

建設費約 353 億円（198 万/坪（税込）＋設計費
約 20 億円） 

駐車場整備費 約 59 億円 約 49 億円 

段階整備に 
係る工事費 

約 18 億円（１期建物と２期建物の接続にかか
る工事費） 

なし 

仮庁舎費・ 
引越代 

仮庁舎建設費・解体費約 23.5 億円＋引越代約
1.7 億円 

引越代約 1.5 億円 

総事業費 約 581 億円＋α 約 597 億円＋α 

国補助金・交
付税措置 

約 216 億円＋α 約 221 億円＋α 

跡地利活用 ― 約 133 億円 

市の負担額 約 365 億円＋α 約 243 億円＋α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※「＋α」：土地取得費・補償費等は、今後、建物調査、不動産鑑定評価などにより、調査・協議していくものであ

り、補償項目・金額については確定したものではない。また、各費用は、条件等により見直し・再算定が必要な項目

もあり、今後変更となる可能性がある。 

※第３章で整理した新庁舎の必要面積のうち現庁舎地下駐車場相当 1,000 ㎡分の建設費については、駐車場整備費で

計上し、建設費（5.9 万㎡庁舎分）には含まない。 

※現庁舎周辺敷地で建て替えた場合、仮駐車場が必要となるが近隣に適当な駐車場の確保が難しい。 

※NTT桜町で建て替えた場合、辛島地下駐車場との地下通路接続など利便性向上のための整備を検討する余地あり。 

※国補助金・交付税措置は、合併推進債の活用に伴う交付税措置見込み額等である。 

※跡地利活用については売却の場合で試算。 
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中央区役所の建設候補地の評価・分析 

【立地特性の比較】  

区役所 

建設候補地 

【参考】ＮＴＴ桜町 

（合築）  

市役所駐車場外 

（分棟）  

花畑町別館跡地 

（分棟）  

 

 
 

 

1）交通利便性：バスや市電などの公共交通機関の利便性が高く、市民が訪れやすいこと 

バスの本数、バ
ス停からの距離 ◎ 

[桜町バスターミナル]  

約 2,750 本/日、約 180m 
〇 

[市役所前]約 2,100 本/日、

約 175m/約 220m 
〇 

[市役所前]約 2,100 本/日、

約 130m/約 215m 

市電の本数、電

停からの距離 
◎ 

[花畑町]  

約 410 本/日、約 145m 
◎ 

[熊本城・市役所前]  

約 410 本/日、約 155m 
◎ 

[熊本城・市役所前]  

約 410 本/日、約 150m 

幹線道路 ◎ 
幹線道路に面している： 

県道 28 号線(片側 2 車線) 
〇 

幹線道路に面していない：

一方通行片側 3 車線 
◎ 

幹線道路に面している： 

県道 28 号線(片側 3 車線) 

公共交通アク

セス性 
◎ 

公共交通圏域面積：約 148.5ha 

全市人口カバー率：約 78.9％ 
〇 

公共交通圏域面積：約 66ha 

全市人口カバー率：約 51.3％ 
〇 

公共交通圏域面積：約 66ha 

全市人口カバー率：約 51.3％ 

評価 合計 ◎ 12 点/12 点中 平均 3 点 〇 9 点/12 点中 平均 2.25 点 ◎ 10 点/12 点中 平均 2.5 点 

2）施設利便性：周辺に商業施設・生活利便施設・オフィス等が立地し、来庁者の利便性が高いこと 

商店街への距

離（※） 
▲ 

２商店街（下通の７割・ 

新市街）が徒歩圏内 
◎ 

３商店街（下通・上通・ 

新市街）が徒歩圏内 
〇 

３商店街（下通･上通の 

4 割･新市街）が徒歩圏内 

徒歩圏内(半径

500m)の利便施

設等 

〇 

大規模商業施設３、 

銀行 14、郵便局２、 

文化施設等５ 

◎ 

大規模商業施設９、 

銀行 20、郵便局４、 

文化施設等４ 

◎ 

大規模商業施設９、 

銀行 19、郵便局３、 

文化施設等４ 

徒歩圏内(半径

500m)のオフィ

ス床面積 

◎ 約 25.4 万㎡ ◎ 約 23.7 万㎡ ◎ 約 21.0 万㎡ 

評価 合計 〇 6 点/9 点中 平均 2 点 ◎ 9 点/9 点中 平均 3 点 ◎ 8 点/9 点中 平均 2.67 点 

3）災害リスク：浸水時においても十分な災害対応を可能とするハード・ソフト両面での対策を実施できること 

最大浸水深さ 〇 最大 3.97m ▲ 最大 5.67m 〇 最大 3.25m 

浸水継続時間 〇 12.8 時間 ▲ 26.1 時間 〇 12.6 時間 

緊急輸送道路へ

のアクセス可能

時間 

〇 
浸水開始から最長で 

21 時間後 
▲ 

浸水開始から最長で 

28 時間後 
〇 

浸水開始から最長で 

21 時間後 

評価 合計 〇 6 点/9 点中 平均 2 点 ▲ 3 点/9 点中 平均 1 点 〇 6 点/9 点中 平均 2 点 

立地特性：総

合評価 
〇 24 点/30 点中 平均 2.4 点 〇 21 点/30 点中 平均 2.1 点 〇 24 点/30 点中 平均 2.4 点 

【各項目の採点方法】◎：3 点、〇：2 点、▲：1 点、×：0点 

【評価欄】◎：平均点 2.5 点以上、〇：2.5点未満、▲：2点未満 

※【本庁舎及び議会棟の建設候補地の評価・分析】をさらに詳細に評価したもの。 
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【建替計画の比較】  

区役所 

建設候補地 

【参考】ＮＴＴ桜町 

（合築）  

市役所駐車場外 

（分棟）  

花畑町別館跡地 

（分棟）  

4）施設計画：建替えの手順等によりできるだけ行政機能を分断することなく、必要な面積を確保できる施設計画とす

ること 

本庁舎等と区役

所の配置・距離 
◎ 合築・0m ▲ 

分棟・約 500m 

（徒歩約 9 分） 
〇 

分棟・約 270m 

（徒歩約 5 分） 

景観（本庁舎から

の熊本城の良好な

景観の確保） 

▲ 

海抜 55ｍ超え、周辺からの 

良好な景観を阻害する可能

性あり。 

◎ 

施設計画の工夫により、 

周辺からの良好な景観の確

保が可能。 

◎ 

施設計画の工夫により、 

周辺からの良好な景観の確

保が可能。 

駐車場整備計画※ 〇 
敷地内（約 152台、8,220 ㎡） 

辛島地下（約 188 台） 
〇 

NTT 桜町(約 68 台、5,600 ㎡) 

敷地内(約 66 台、3,710 ㎡) 

隔地駐車場(約 18 台) 

辛島地下(約 188 台)  

〇 

NTT 桜町(約 68 台、5,600 ㎡) 

敷地内(約 84 台、5,700 ㎡) 

辛島地下(約 188 台)  

建替えの手順 

(ローリング計画) 
◎ 

仮庁舎無しで移転可能／ 

引越し 1 回 
▲ 

仮庁舎無しで移転可能だが 

工事期間中の駐車場確保が

課題／引越し 1 回 

◎ 
仮庁舎無しで移転可能／ 

引越し 1 回 

評価 合計 〇 9 点/12 点中 平均 2.25 点 ▲ 7 点/12 点中 平均 1.75 点 ◎ 10 点/12 点中 平均 2.5 点 

5）まちづくり：近隣施設との連携や周辺への賑わい・回遊の波及効果、周辺エリアの発展への寄与が期待できること 

近隣施設との連

携、周辺への賑

わい・回遊の波

及効果 

〇 

合築により、来庁者等が回

遊するエリア（約 78.5ha）

が南側に偏ることが予想さ

れる 

◎ 

区役所を分棟とすること

で、来庁者等が回遊する 

エリアが広がる(約 123.4 

ha)ことで、中心市街地の

活性化に寄与する 

◎ 

区役所を分棟とすること

で、来庁者等が回遊する 

エリアが広がる(約 103.7 

ha)ことで、中心市街地の

活性化に寄与する 

周辺交通への影

響 
〇 

大きな影響はない 

辛島地下駐車場利用による

新規駐車場整備台数の低減

等 

〇 

大きな影響はない（合築よ

りも影響が分散される） 

辛島地下駐車場利用による

新規駐車場整備台数の低減

等 

〇 

大きな影響はない（合築よ

りも影響が分散される） 

辛島地下駐車場利用による

新規駐車場整備台数の低減

等 

評価 合計 〇 4 点/6 点中 平均 2 点 ◎ 5 点/6 点中 平均 2.5 点 ◎ 5 点/6 点中 平均 2.5 点 

6）スケジュール：次の災害に備えるとともに老朽化や狭あい化等の課題を解消するため、できるだけ早期の建替えが

実現できること 

開庁までの期間

（本庁舎） 
◎ 

約 4 年 

※現庁舎の解体期間は含ま

ない 

◎ 

約 4 年 

※現庁舎の解体期間は含ま

ない 

◎ 

約 4 年 

※現庁舎の解体期間は含ま

ない 

事業完了までの

期間 
〇 

約 6 年 

※現庁舎の解体期間を含む 
〇 

約 6 年 

※現庁舎の解体期間を含む 
〇 

約 6 年 

※現庁舎の解体期間を含む 

評価 合計 ◎ 5 点/6 点中 平均 2.5 点 ◎ 5 点/6 点中 平均 2.5 点 ◎ 5 点/6 点中 平均 2.5 点 

建替計画：総合

評価 
〇 18 点/24 点中 平均 2.25 点 〇 17 点/24 点中 平均 2.13 点 ◎ 20 点/24 点中 平均 2.5 点 

立地特性・建替

計画：総合評価 
〇 42 点/54 点中 平均 2.33 点 〇 38 点/54 点中 平均 2.11 点 〇 44 点/54 点中 平均 2.44 点 

【各項目の採点方法】◎：3 点、〇：2 点、▲：1 点、×：0点 

【評価欄】◎：平均点 2.5 点以上、〇：2.5点未満、▲：2点未満 

※駐車場面積は、駐車場整備に伴う建物共用部分及び駐輪場を含む。 
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【概算事業費の比較】  

区役所 
建設候補地 

【参考】ＮＴＴ桜町 

（合築）  

市役所駐車場外 

（分棟）  

花畑町別館跡地 

（分棟） 

7）概算事業費：建替えの手順の工夫（仮庁舎を設けない等）や跡地活用等により経済合理性の確保や財政負担の低減

が可能であること 

概
算
事
業
費
・
財
政
負
担 

土地取得費※ 
約 70 億円 

（土地面積×実勢単価（相続

税路線から算出））  

NTT 桜町：約 70 億円 

市駐車場（民間分）： 

約 7.6 億円（土地面積×実勢単

価（相続税路線から算出）） 

NTT 桜町：約 70 億円 

（土地面積×実勢単価（相続

税路線から算出）） 

建物補償費※ 
駐車場・他建物：約13.5億円 

（現状建物面積×再建築単価×

再築補償率） 

NTT 桜町：約13.5億円 

市駐車場（民間持分）・他建物： 

約5億円（現状建物面積×再建築

単価×再築補償率） 

NTT 桜町：約13.5億円  

（現状建物面積×再建築単価×

再築補償率） 

解体費 現庁舎：約 90 億円 
現庁舎：約 90 億円＋市駐車場 

（市持分）：約 3.6 億円 
現庁舎：約 90 億円 

建設費(5.9 万㎡
庁舎分)・設計費 

建設費約 353 億円（198 万/坪

（税込）＋設計費約 20 億円） 

建設費約 353 億円（198 万/坪

（税込）＋設計費約 20 億円） 

建設費約 353 億円（198 万/坪

（税込）＋設計費約 20 億円） 

駐車場整備費 約 49 億円 約 65 億円 約 68 億円 

引越代 約1.5億円 約1.5億円 約1.5億円 

総事業費 約 597 億円＋α 約 629 億円＋α 約 616 億円＋α 

国補助金・交付税
措置 約 221 億円＋α 約 233 億円＋α 約 228 億円＋α 

跡地利活用 約 133 億円 約 133 億円 約 133 億円 

市の負担額 約 243 億円＋α 約 263 億円＋α 約 255 億円＋α 

 

  
※「＋α」：土地取得費・補償費等は、今後、建物調査、不動産鑑定評価などにより、調査・協議していくものであ

り、補償項目・金額については確定したものではない。また、各費用は、条件等により見直し・再算定が必要な項目

もあり、今後変更となる可能性がある。 

※第３章で整理した新庁舎の必要面積のうち現庁舎地下駐車場相当 1,000 ㎡分の建設費については、駐車場整備費で

計上し、建設費（5.9 万㎡庁舎分）には含まない。 

※国補助金・交付税措置は、合併推進債の活用に伴う交付税措置見込み額等である。 

※跡地利活用については売却の場合で試算。 
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３ 事業手法、発注手法 

新庁舎の整備においては、将来にわたる公共施設の適正管理を見据え、市財政負

担の軽減を図りつつ、効果的・効率的な事業を推進していく必要があります。 

このことから、本市の財政負担額を抑えるため、民間の活力を利用した建替えに

ついても検討を行いました。 

この結果、現庁舎相当の面積の敷地で、総合設計制度による容積率緩和を最大限

に活用し、余剰床を創出し売却すると仮定した場合でも、民間の市場等を踏まえる

と、合併推進債による交付税措置の効果額には及ばないことが分かりました。 

ついては、本市の財政負担額を最大限軽減するため、基本計画、基本設計、実施

設計にかかる委託契約を一括で発注し、合併推進債の活用を目指すこととします。 
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第５章 まとめ 

１ 必要延床面積・概算事業費 
 

第３章で、新庁舎の必要延床面積を 60,000 ㎡、概算事業費（設計費、建設費、

現庁舎解体費）を約 470 億円と見込みました。 

これに、第４章での建設地の選定結果を加味し、新庁舎の必要延床面積は、駐車

場面積を加えた 70,300 ㎡、概算事業費は、下表のとおり、駐車場整備費、土地取

得費、建物補償費、移転費を加えた約 616億円と見込みます。 

今後、経済合理性を念頭に、必要延床面積の精査や労務・材料単価の変動など、

要件の確定状況に応じて適宜、見直しを行うとともに、合併推進債や国の補助金等

の有利な財源を活用し、財政負担の軽減に努めます。 

【表：新庁舎整備の概算事業費】 

（概算事業費の内訳） 

項目 概算事業費 

設計費 約 20 億円 

建設費 約 360 億円 

駐車場整備費 約 61 億円 

土地取得費 約 70 億円 

建物補償費 約 13.5 億円 

現庁舎解体費 約 90 億円 

移転費 約 1.5 億円 

合 計 約 616 億円＋α 

※建設費には、現庁舎地下駐車場相当 1,000 ㎡分の駐車場整備費約 7 億円を含む。 
※「＋α」：土地取得費・補償費等は、今後、建物調査、不動産鑑定評価などにより、調査・協
議していくものであり、補償項目・金額については確定したものではない。また、各費用は、
条件等により見直し・再算定が必要な項目もあり、今後変更となる可能性がある。 

 

（財政負担の試算） 

 

※跡地利活用による収入は、売却の場合で試算。 

 

また、長期的な視点で、建設費にとどまらない、その後の維持修繕費などを含

めたライフサイクルコストの観点から、例えば長寿命化・高耐久な構造や材料の

採用や、維持管理しやすい構造や材料の採用など、財政負担の軽減に努めます。  

① 概算事業費 約 616 億円＋α 

財 
源 
内 
訳 

② 国庫支出金 約 2 億円 

③ 市債 約 554 億円 

 ④ うち交付税措置 約 226 億円 

⑤ 一般財源 約 60 億円 

⑥ 跡地利活用による収入※ 約 133 億円 

実質的な財政負担（①－②－④－⑥） 約 255 億円＋α 
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２ 今後の進め方 

今後は、本基本構想を基に、新庁舎の規模の精査、事業費の軽減策の検討等を

行い、市民の皆様の代表である市議会及び市民の皆様のご意見を伺いながら与条

件を整理し、基本計画の策定につなげます。 

 

 

基本計画：具体的な設計段階に移行するため、建物構成や機能、構造、設備等について概略

的なイメージを形づくるもの。 

基本設計：実施に即した建築物としての基本的な事項（空間構成、機能、構造、設備、意匠

等）を確定し、図面化するもの。 

実施設計：建築物の詳細にわたる仕様の決定や工事図面（設計図書）の作成、工事費の積算

などを行うもの。 

建設工事：実際の建設工事が行われるもの。 
 

R７.３

現庁舎解体工事

一括発注

・庁舎の機能・規模の設定

・建設地の選定
基本構想

基本計画

基本設計

実施設計

建築工事

供用開始

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度
以
降
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参考）これまでの検討経緯（1） 

時期 検討・取組の経緯 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

「熊本市本庁舎整備計画作成業務委託（契約額：73,591 千円）」の実施 

⇒本庁舎（議会棟含む）の耐震性能の不足が判明 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

６月 第１５回 公共施設マネジメント調査特別委員会 
 ⇒現庁舎は現行の建築基準法の耐震基準を満たしていないことを公表 

９月 第１６回 公共施設マネジメント調査特別委員会 
 ・本庁舎の耐震化について 
 ・本庁舎の地震災害対応について 
 ・市有建築物の耐震化について 

⇒建替えを前提に進めていくことを表明 

10 月 第１７回 公共施設マネジメント調査特別委員会 
 ・現庁舎の建替経緯について 
 ・他都市事例紹介について 
 ・他都市の事例等からみる検討手順・検討項目について 

11 月 熊本市長選 

 ・「大西一史 MANIFESTO2018」 

  ⇒「市民の生命と財産を守るための拠点として、本庁舎の建替えを

前提に、市民の皆様にあらゆる情報を公開しながら、慎重かつ

スピーディーに対応していく」 

12 月 第１８回 公共施設マネジメント調査特別委員会 

 ・熊本市公共施設等総合管理計画の進め方について 

 ・本庁舎に関するこれまでの検討経緯と今後の検討方針（案）につい

て 

２月 第１９回 公共施設マネジメント調査特別委員会 

 ・公共施設マネジメント調査特別委員会の報告書 

  ⇒「本庁舎整備等は重要な案件であることから、特化した特別委員

会を設置し、さらに議論を深めることを期待する」 

令和元年度 

（2019 年度） 

５月 第１回 庁舎整備に関する特別委員会 

・特別委員会の設置 

６月 第２回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・本庁舎（議会棟含む）の耐震性能の不足と建替えの必要性について 

 ・市民説明会及び動画視聴状況の中間報告 

６月～

７月 

本庁舎に関する市民説明会の実施（まちづくりセンター単位：１７回） 

内容：平成２９年度調査結果（耐震性能不足、耐震改修の実現困難）、建

替えの必要性について説明 

※市政だよりに本庁舎の特集を掲載（６月号）、動画をホームページ上

で公開（６月～） 

８月 第３回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・齋藤幸雄参考人の意見陳述 ⇒「本庁舎の耐震性能は十分」 

第４回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・高橋治参考人の意見陳述 ⇒「平成２９年度調査は概ね妥当」 

９月 第５回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・各会派としての意見表明 

 ・調査項目及びスケジュール（案）について 

 ・本庁舎の整備に関する経済性の検討 

10 月 第６回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・参考人の陳述に対する本市の見解について 

 ・現状と課題、重要視点・目指すべき姿について 
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参考）これまでの検討経緯（2） 

時期 検討・取組の経緯 

令和元年度 
（2019 年度） 
（つづき） 

11 月 第７回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・地震波の取り扱いに関する齋藤幸雄参考人の回答について 

 ・新庁舎の整備案について 

12 月 第８回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・特別委員会の振り返りについて 

 ・市民説明会について 

１月 第９回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・基礎杭や地下連続壁の効果の定量的な算出について 

 ・本庁舎等整備に関する基本構想策定にあたって 

 ・市民説明会について 

２月 本庁舎に関する市民説明会の実施（区役所単位：１０回） 

内容：庁舎整備を検討するに至った経緯、市議会での議論、本庁舎整備

に関する基本構想の方向性について説明 

第１０回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・本庁舎等整備に関する基本構想（案）について 

３月 本庁舎等整備に関する基本構想の策定 
令和２年度 
（2020 年度） 

４月 「本庁舎の基礎杭及び地下連続壁の効果等に関する耐震性能の検証業務

（契約額：29,700 千円）」の実施 

５月 コロナ禍に伴い、市議会での議論中断 

６月 第１１回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・新型コロナウイルス感染症による本庁舎整備への影響について 

・基礎杭や地下連続壁の効果に関する調査の進捗について 

９月 第１２回 庁舎整備に関する特別委員会 

・「地下連続壁等の効果に関する調査」の速報 

11 月 第１３回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・これまでの本庁舎の耐震性能に関する検討経緯について 

 ・「本庁舎の基礎杭及び地下連続壁の効果等に関する耐震性能の検証

業務報告書」について、阪上浩二参考人（株式会社山下設計）の説明

聴取 

⇒本庁舎等は現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していない 

２月 令和３年第１回定例会における市長表明 

⇒「耐震性能のみならず多角的な視点で、更に慎重に検討を重ねるた

め、有識者会議を設置する」旨を表明 

３月 第１４回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議の設置経緯等の説

明 

第１５回 庁舎整備に関する特別委員会 

・委員長の辞任に伴う、委員長の互選 
令和３年度 
（2021 年度） 

６月 第１回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 
 ・有識者会議の運営について 
・これまでの経緯について 
・今後の審議に向けての意見交換について 
 ⇒耐震性能分科会の設置を決定 

10 月 第１回 耐震性能分科会 
 ・耐震性能分科会の運営について 
・これまでの経緯等について 
・平成 29 年度耐震性能調査について 
・防災拠点施設として求められる耐震性能の目標について 
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参考）これまでの検討経緯（３） 

時期 検討・取組の経緯 

令和３年度 
（2021 年度） 
（つづき） 

２月 第１６回 庁舎整備に関する特別委員会 
 ・熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議の状況報告 

・令和４年度当初予算（案）本庁舎の主な付帯設備等改修関係経費につ

いて 
３月 第２回 耐震性能分科会 

 ・平成 29 年度耐震性能調査について 

・防災拠点施設として求められる耐震性能の目標について 
令和４年度 
（2022 年度） 

４月 第３回 耐震性能分科会 

 ・平成 29 年度耐震性能調査について 
・防災拠点施設として求められる耐震性能の目標について 

５月 第４回 耐震性能分科会 
 ・令和２年度耐震性能調査について 

６月 第５回 耐震性能分科会 

 ・令和２年度耐震性能調査について 
 ・防災拠点施設として求められる耐震性能の目標について 

７月 第２回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 
 ・第１回有識者会議の振り返りと今後の議論の進め方について 

第６回 耐震性能分科会 

 ・耐震性能調査について 
 ・防災拠点施設として求められる耐震性能の目標について 

10 月 第１７回 庁舎整備に関する特別委員会 

・熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議の状況報告 
・第１回有識者会議の振り返りと今後の議論の進め方 

11 月 熊本市長選 

 ・「MANIFESTO2022 大西一史政策集」 
  ⇒「今後も、市民の皆様へ適切な情報公開を行いながら、有識者会
議の答申に基づき、慎重かつスピーディーに対応していく」 

第７回 耐震性能分科会 

・耐震性能分科会の取りまとめについて 

12 月 第３回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 

 ・耐震性能分科会の報告について 

  ⇒平成 29 年度及び令和２年度の調査結果は妥当であり、本庁舎の耐

震性能が不足している 

第１８回 庁舎整備に関する特別委員会 

・耐震性能分科会の報告について 

３月 第４回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 

 ・審議内容について 

・本庁舎に求められる機能について 

・民間活力の活用等によるコスト縮減について 

第１９回 庁舎整備に関する特別委員会 

・熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議の状況報告 

・庁舎整備に関する特別委員会調査報告書（案） 

令和５年度 

（2023 年度） 

４月 第５回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 

・第５回有識者会議の審議内容について 

・本庁舎等の規模の考え方について 

・本庁舎等の立地・配置の要素について 

・本市の財政状況について 
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参考）これまでの検討経緯（4） 

時期 検討・取組の経緯 

令和５年度 

（2023 年度） 

（つづき） 

５月 第１回 庁舎整備に関する特別委員会 

・特別委員会の設置 

第６回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 

・第６回有識者会議の審議内容について 

・有識者会議の振り返りについて 

・市民の合意形成について 

第７回 熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 

・答申（案）について 

⇒有識者会議より「本庁舎等は建て替えるべき」との答申が示される 

６月 令和５年第２回定例会における市長表明 

⇒「答申を重く受け止め、あらゆる災害から市民の皆様の生命・財産

を守るとともに、さらなる市民サービスの向上を図るため総合的

に勘案した結果、本庁舎等は建替えの方針で進める」 

「本庁舎等の建替えが起爆剤となり、今後のまちの構成に大きな変

化を呼び込むような面的な視点で検討を進めることで、本市全体

の活性化につながるよう戦略的に取り組む」 

「本庁舎等の建替えも含め、市政における重要な意思決定にあたっ

ては、市民の皆様の代表である市議会との議論が原則であると考

えており、市民の皆様からご意見を伺いながら、市議会での議論

を行ってまいる」 

旨を表明 

７月 第２回 庁舎整備に関する特別委員会 

・本庁舎等整備の在り方に関するこれまでの経緯及び熊本市本庁舎等整

備の在り方に関する有識者会議の答申 

「市長とドンドン語ろう」の実施（各区で開催） 

７月～

８月 

職員アンケートの実施 

９月 市民アンケートの実施 

９月～ 

１月 

サウンディング型市場調査の実施 

12 月 第３回 庁舎整備に関する特別委員会 

・これまでの経緯について 

 ・熊本市本庁舎等に関する市民アンケート報告書 

 ・熊本市本庁舎等に関する職員アンケート報告書 

 ・熊本市役所本庁舎等の建替えに関するサウンディング型市場調査概

要（中間報告） 

 ・本庁舎等建替えに向けた検討の視点 

２月 第４回 庁舎整備に関する特別委員会 
・本庁舎等の規模（面積・概算事業費）について 
・熊本市役所本庁舎等の建替えに関するサウンディング型市場調査概
要（最終報告） 

・建設候補地について 
・今後の進め方（スケジュール）について 

３月 第５回 庁舎整備に関する特別委員会 

・本庁舎等の建替えの進め方について 

第６回 庁舎整備に関する特別委員会 

・熊本市新庁舎整備に関する基本構想素案 
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参考）これまでの検討経緯（５） 

時期 検討・取組の経緯 

令和６年度 

（2024 年度） 

４月～

５月 

新庁舎整備に関する市民説明会の実施（区役所単位：１０回） 
内容：新庁舎整備に関する基本構想（素案）について説明 
新庁舎整備に関する基本構想（素案）説明動画配信 
新庁舎整備に関する基本構想（素案）説明動画視聴ブース設置（１２箇

所） 

５月 第７回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・熊本市新庁舎整備に関する基本構想（案）について 

 ・新庁舎建設に向けたスケジュールについて 

 ・建設地決定に向けた検討状況について 

６月 第８回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・建設地についての市の考え方 

 ・建設検討対象地の比較・検討状況について 

７月 第９回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・建設地についての市の考え方（中央区役所） 

 ・建設検討対象地の比較・検討状況について（中央区役所） 

・新庁舎整備に関する基本構想（案） 

８月 第１０回 庁舎整備に関する特別委員会 

 ・新庁舎整備に関する基本構想（案） 

新庁舎整備に関する基本構想の策定 
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参考）新庁舎（議会棟除く）の執務面積の算出方法 

 ①職員数 

   新庁舎の執務面積の算出の基礎となる職員数は、現庁舎の職員に第７次熊本

市定員管理計画に基づく増員等を反映し、本庁機能：約 2,330人、中央区役所

機能：約 430人としました。なお、職員数以外にも業務委託により座席が必要

となる人数は、本庁機能：約 160人、中央区役所機能：約 10人としました。 

 【表：新庁舎の職員数 ※委託業者座席人数は、括弧書きで記載（外書）】 

新庁舎の機能 
 

現庁舎職員数 
Ａ 

定員管理計画 
に基づく増員 

Ｂ 

新庁舎職員数 
（基本構想） 

Ａ＋Ｂ 

本庁機能 

本庁舎 1,805 人 

90 人 
約 2,330 人 

（約 160 人） 
民間ビル３棟 437 人 

小計 
2,242 人 

（158 人） 

中央区役所機能 中央区役所 
411 人 

（7 人） 
20 人 

約 430 人 
（約 10 人） 

議会機能 議会棟 88 人 － 約 90 人 

合計 現庁舎 
2,741 人 

（165 人） 
110 人 

約 2,850 人 
（約 170 人） 

 

 ②職員一人あたり執務面積 

国土交通省基準を基本に、本市の実態も踏まえ職員一人あたり執務面積を

7.7㎡としました。（※参考：直近の政令指定都市の事例における基本計画段階

の職員一人あたり執務面積は 7.8㎡～8.3㎡） 

7.7 ㎡には、各部署におけるバックヤード（収納庫、コピー機等の設置や作

業等の用に供するスペース）やミーティングスペース、職員の動線を含みます。 

 ③新庁舎の執務面積の算出 

   上記①、②及び本庁機能総合行政事務センター・中央区役所機能区民課業務

委託分の必要床面積を考慮し、新庁舎の執務面積を次のとおり算出しました。 

 本庁機能の執務面積 

 ＝ 職員 17,941 ㎡ （約 2,330人×7.7㎡） 

＋委託業者 1,432㎡ （約 160人×7.7㎡ ＋ 総合行政事務センター200㎡） 

 ＝ 19,373㎡ 

 中央区役所機能の執務面積 

 ＝ 職員 3,311 ㎡ （約 430人×7.7㎡） 

＋委託業者 142 ㎡ （約 10人×7.7㎡＋区民課業務委託 65 ㎡） 

 ＝ 3,453㎡ 
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参考）現庁舎を使い続ける場合に残る課題と財政負担 

 有識者会議答申において、現庁舎は建て替えるべきであるとの結論が示された

とおり、耐震性能不足や浸水に対する脆弱性、スペースの狭あい化といった現庁

舎の課題を根本的に解決するためには建替えを行う必要があり、その事業費と本

市の財政負担については本編でお示ししたとおりです。 

ここでは、参考として、仮に現庁舎を使い続ける場合に残る課題と本市の財政

負担についてお示しします。 

 

【現庁舎を使い続ける場合に残る課題】 

①現庁舎は耐震補強工事や地下設備の移設工事の実施が困難であり、設備のみの

改修工事にとどまるため、耐震性能不足や浸水に対する脆弱性という課題が解

決できず、災害時に防災拠点としての役割を十分に果たすことができません。 

②スペースの狭あい化を解消するためには、現状以上に民間ビル等を賃借する必

要があり、更に賃借料が発生します。 

③設備のみ改修工事（約 10年）完了から約 20年後には、現庁舎の目標耐用年数

である 70年を経過するため、建替えを行う必要がありますが、その際には有利

な財源である合併推進債の活用はできません。 

 

【表：建替えと設備のみ改修の財政負担比較（現庁舎目標耐用年数までの期間（30 年）での比較）】 

項目 
〔再掲〕建替えの場合 
本庁舎・議会棟：NTT 桜町 

中央区役所：花畑町別館跡地 
設備のみ改修 

設備のみ改修 
＋中央区役所建設 
（花畑町別館跡地） 

①事業費 
 ・概算事業費 

約 616 億円＋α 

・設備のみ改修費 
約 187 億円＋α 

・設備のみ改修費 
約 187 億円＋α 

・中央区役所建設費 
約 80 億円＋α 

・民間ビル賃借料※１ 
約 180 億円 

・民間ビル賃借料※２ 
約 125 億円 

計 約 367 億円＋α 計 約 392 億円＋α 

②国補助金・交付税措置 約 228 億円＋α 約 8 億円＋α 約 37 億円＋α 

③跡地利活用※３ 約 133 億円 － － 

実質的な財政負担 
（①－②－③） 約 255 億円＋α 約 359 億円＋α 約 355 億円＋α 

  
 

  

30 年後（現庁舎の目標耐用年数経過後）、上記費用
に加えて現庁舎の建替え費用が必要です。 
その際、有利な財源である合併推進債は活用できま

せん。 

※１ スペースの狭あい化を周辺民間ビルの賃借により解消し、必要延床面積 60,000 ㎡を確保す
るために必要な経費を現在の民間ビル賃借料を基に試算（約 6 億円×30 年＝約 180 億円） 

※２ ※１に、中央区役所建設後の民間ビルの賃借規模の縮小を考慮し試算（約 6 億円×7 年＋約
3.6 億円×23 年＝約 125 億円） 

※３ 跡地利活用については売却の場合で試算 
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資料一覧 

・熊本市本庁舎整備計画作成業務委託報告書 

・本庁舎の基礎杭及び地下連続壁の効果等に関する耐震性能の検証業務報告書 

・熊本市本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議 答申 

・熊本市地域防災計画 

・熊本市業務継続計画 

・市有建築物耐震対策基本方針 

・熊本市本庁舎等に関する市民アンケート報告書 

・熊本市本庁舎等に関する職員アンケート報告書 

・熊本市役所本庁舎等の建替えに関するサウンディング型市場調査概要（最終報告） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市 政策局 庁舎整備部 

庁舎建設課 
TEL：096-328-2089 

E-mail：choushakensetsu@city.kumamoto.lg.jp 

庁舎周辺まちづくり課 
TEL：096-328-2119 

E-mail：choushamachizukuri@city.kumamoto.lg.jp 


